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IV 公共工事発注にあたり留意頂きたい事項（富山労働局）

この項では、 富山労働局が作成した、 公共工事発注に際し留意頂きたい事項を掲

載しています。

（ 《梅雨時期・台風到来時期等における労働災害防止について》

例年8、9月を中心に、集中的な大雨とか継続的な降雨及び暴風雨等が予想され、

作業箇所とその周辺及び仮設設備等に少なからず影響を及ぼし、 地山の崩壊又は土

石の落下、 土石流・鉄砲水の発生、 河川の急激な増水に起因する労働災害の発生が

懸念されるところであり、 関係事業者に対して発注者として、 危険が予想される場

合には、 工事の中断、 施工時期の変更、 エ期の延長、 適正な工法又は作業方法の採

用について配慮願いたい。

＼ー／＇

《砂防工事等における土石流災害の防止について》

平成8年1 2月6日、長野県と新潟県の県境の蒲原沢において、土石流が発生し、

河川で工事を行っていた建設会社の作業中の労働者1 4名が死亡し、 9名が負傷す

るという重大な災害が発生したが、 労働省では、 この労働災害の調査結果を踏まえ

て労働安全衛生規則の改正を行い、平成1 0年6月1日から施行しており、さらに、

現場の実態に応じて、 事業者が配慮すべき事項や取り組むべき事項等についても具

体的に明らかにした「土石流による労働災害防止のためのガイドライン」を策定し

ている。

このガイドラインに基づく安全対策の実施等を関係事業者に徹底するよう指導い

ただくとともに、 発注者として、 工事現場における状況を踏まえて、 工事の中断、

施工時期の変更、 エ期の延長、 適正な工法等の採用についても特段の配慮を願いた
し‘。
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